
 1 

平成２４年１１月１５日 判決言渡 

平成２４年（行ケ）第１００６４号 審決取消請求事件 

平成２４年８月２８日 口頭弁論終結 

判        決 

 

原 告    株 式 会 社 オ ー ク 

 

訴訟代理人弁護士    佐   藤   歳   二 

同           菱   田   健   次 

同           菱   田   基 和 代 

同           松   村   信   夫 

同           塩   田   千 恵 子 

同           坂   本       優 

同           藤   原   正   樹 

同           永   田   貴   久 

 

被      告    財団法人日本漢字能力検定協会 

 

訴訟代理人弁護士    中   務   尚   子 

同           山   田   威 一 郎 

主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

             事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

特許庁が無効２０１０－８９００２２号事件について平成２４年１月１９日にし
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た審決を取り消す。 

第２ 当事者間において争いのない事実 

１ 特許庁における手続の経緯 

原告は，別紙商標目録記載のとおり，「日本漢字能力検定協会」の文字を横書きに

表してなる商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。被告は，平成２２

年３月３１日，特許庁に対し，本件商標登録の無効審判（無効２０１０－８９００

２２号事件）を請求した。特許庁は，平成２４年１月１９日，「登録第３０７４１９

０号の登録を無効とする。」との審決をし，その謄本は同月２６日に原告に送達され

た。 

２ 審決の理由 

審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本件商標は，商標法

４条１項７号に違反して設定登録されたものとは認められないが，原告から審判請

求時の商標権者であるＡ，Ｂ及びＣ（以下，３名を併せて「Ａら」ということがあ

る。）に対し，移転登録がされた平成２１年１１月１６日，同条項に該当するものと

なったものであり，同法４６条１項５号により無効とすべきものである，というも

のである。 

第３ 当事者の主張 

 １ 審決の取消事由に関する原告の主張 

 本件商標には，以下のとおり，後発的無効事由としての公序良俗違反は存在せず，

審決は取り消されるべきである。 

(1) 商標法４条１項７号は，社会公共の利益又は一般的道徳観念を害するおそれ

のある商標の登録を阻止することを目的としているところ，商標の構成自体に公序

良俗違反のない商標が同条項に該当するのは，その登録出願の経緯に著しく社会的

妥当性を欠くものがあり，登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するもの

として到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。また，商標

法４６条１項５号は，商標登録後といえども，当該商標が同法４条１項７号に掲げ
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る事由に該当する場合には，当該商標を無効とすることができると規定していると

ころ，商標法４条１項６号，１９号が後発的無効事由とされていないことに照らす

と，後発的無効事由としての公序良俗違反は，商標の構成自体に公序良俗違反があ

る場合に限られるか，少なくとも査定時の判断基準より限定して解釈すべきであり，

同法４条１項１９号の「不正の目的」（不正の利益を得る目的，他人に損害を加える

目的，その他の不正の目的）より高い悪性が商標権者に存し，登録を維持すること

が著しく社会的妥当性を欠き，商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認

し得ないような場合，又は，新たな法令や条約に基づく規制等ないしこれと同視で

きる社会状況の変化により，公益に反することとなった場合に限られるというべき

である。 

なお，商標法４６条１項５号については，過去の一時期において当該無効事由に

該当する事実が存在したとしても，審判手続における審理終結通知までに当該無効

事由が消滅した場合には，当該商標を無効とすることはできないというべきである。 

(2) 本件商標の後発的無効を基礎付ける事情の不存在 

審決は，原告が，①被告の運営に関し，マスコミからの指摘や文部科学省からの

行政指導などを受け，公的資格を利用する受検者やその受け入れ先となる学校や企

業などに対し，社会的混乱を生じさせたこと，②本件商標を被告と無関係の第三者

に譲渡し，被告の漢字能力検定に係る円滑な事業の遂行に支障を来すおそれを誘発

させたこと，③被告に対し，本件商標の使用の差止めを求めたこと，④将来的に本

件商標を使用する意思があるとして，被告への譲渡を考えていないことなどは，社

会通念に照らして著しく妥当性を欠き，公益を害すると認定，判断する。しかし，

審決には，以下のとおり，事実誤認ないし評価の誤りがある。 

ア 信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱 

漢字能力検定事業に関して被告に多額の利益が生じていること，これに関して被

告に対して文部科学省から改善指導があったこと，漢字能力検定に関する商標を原

告が有することなどの報道はあったが，原告が漢字能力検定に関する商標を有する
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ことを非難するような報道はなされていない。また，原告とＤ及びＥとは別人格で

あり，同人らが起訴されたことにより被告に悪印象が生じたとしても，原告はその

責めを負わない。 

したがって，被告の運営に関し，マスコミからの指摘や文部科学省からの行政指

導などを受けたことは，後発的無効事由としての公序良俗違反の理由とはならない。 

イ 本件商標の第三者への譲渡 

原告は，被告による仮差押え，賃料や売掛金の不払い，損害賠償請求訴訟の提起

により，資金繰りに窮して，Ａらから合計１０００万円を借り入れ，その債務を担

保するため，本件商標等を再売買の予約付きで譲渡したものであるが，上記譲渡は

報道がされていない上，原告とＡらとの間では，弁済の有無にかかわらず，本件商

標等を買戻し（再売買）することができるとの特約がされていた。 

したがって，原告が本件商標等をＡらへ譲渡したことは，後発的無効事由として

の公序良俗違反の理由とはならない。 

仮に，上記譲渡が後発的無効事由に当たるとしても，本件商標は，平成２２年７

月２６日，Ａらから原告に対し再度移転登録がされており，審理終結通知時には，

無効事由が消滅していたといえる。 

ウ 本件商標の使用差止請求訴訟の提起 

原告は，本件商標について，被告に対し，平成１７年９月２９日まで専用使用権

を設定し，その後も黙示の使用許諾契約を締結していたところ，被告から上記仮差

押え，損害賠償請求訴訟の提起，本件商標等の無効審判請求を受けたため，上記使

用許諾契約を解除して，本件商標の使用差止請求訴訟を提起したものであるが，商

標権者が侵害者に対して権利行使ができることは当然である。 

したがって，原告の被告に対する本件商標の使用差止請求訴訟の提起は，後発的

無効事由としての公序良俗違反の理由とはならない。 

エ 被告に対する商標権譲渡の意思 

被告は，原告に対し，本件商標を含む４５件の商標について，権利の取得・維持
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に要した実費相当額として，１３４６万３７９９円で譲渡を申し入れた。しかし，

被告から原告に対し，本件商標等の譲渡の申入れがされた当時，原告の当時の代表

取締役Ｄ及び当時の取締役Ｅは，逮捕勾留中であった。また，被告は，原告やＤら

の財産に対して仮差押えをし，原告に賃料及び書籍の売掛金を支払わず，原告らに

対して合計２７億円の損害賠償請求訴訟を提起した。このような状況において，原

告は，上記譲渡金額の算定根拠が不明確であることから，本件商標等の被告への譲

渡を拒絶したものである。 

さらに，原告は，本件訴訟を含む原被告間で係属する紛争全体の解決の中で，被

告に対し，本件商標を含む漢字検定事業に関連する商標権を譲渡することも検討す

る意思があり，被告に対する本件商標の譲渡を一切拒絶するものではない。 

なお，原告が本件商標の登録を有していることによって，被告が行っている漢字

検定事業に影響を与えたり，当該事業の同一性等に多少の誤認混同が生ずるおそれ

があるとしても，参加者から対価を得て行っている検定事業や出版教育事業は，私

的な経済活動にすぎず，商標法４条１項７号所定の公序良俗違反には当たらない。 

(3) 以上のとおり，審決には，後発的無効事由としての公序良俗違反の認定，判

断に誤りがあり，商標法４６条１項５号の適用を誤った違法がある。 

２ 被告の反論 

本件商標には，以下のとおり，後発的無効事由としての公序良俗違反が存在する。 

(1) 商標登録後に周知著名となった商標について，その登録後の事情いかんによ

り，特定の者に独占させることが好ましくなくなった商標は，社会通念に照らして

著しく妥当性を欠き，国家・社会の利益，すなわち公益を害すると評価し得る場合

に限り，商標法４条１項７号に該当する後発的無効事由が存在するというべきであ

る。 

また，商標法４条１項６号は，悪意なく商標の使用を開始した商標権者を保護す

るため，同項１９号は，商標登録時の不正目的を対象にした規定であることから，

それぞれ後発的無効事由とされなかったにすぎず，又，登録主義と後発的無効事由
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の適用範囲の問題は無関係であるから，後発的無効事由としての公序良俗違反は，

商標の構成自体に公序良俗違反がある場合に限られるか，少なくとも査定時の判断

基準より限定して解釈すべきであるとの原告の主張には理由がない。 

本件商標は，以下のとおり，その登録を維持することが，社会通念に照らして著

しく妥当性を欠き，公益を害すると評価し得るから，これを無効とすべきとした審

決の認定，判断に誤りはない。 

(2) 本件商標の後発的無効を基礎付ける事情 

ア 信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱について 

被告は，税制上の優遇措置を受ける公益法人であり，文部科学省が漢字能力検定

に認定試験として公的な資格を与えたことにより，受検者数が飛躍的に伸びたので

あり，被告の行っている検定事業や出版教育事業は，公益性を有する。また，本件

商標等は，被告の設立後の活動によって，取引者・需要者に広く知られるようにな

ったといえる。 

ところが，本件商標を被告が保有していないことが，文部科学省からの行政指導

やマスコミなどの批判報道により，全国に知れ渡った。本件商標の帰属の問題は，

Ｄ及びＥによる公益法人である被告の私物化の象徴的存在であり，両名による不透

明な利益の還流の問題と相俟って，社会的な批判を浴びることとなった。これに伴

って，公的資格である漢字検定を利用する受検者やその受け入れ先となる学校ない

し企業などにおいて，社会的混乱が生じている上，文部科学省は，被告の検定事業

に対する社会的な信用を損なう事態が生じているとして，「日本漢字能力検定」に対

する後援を取り消した。なお，本件商標が原告名義で登録されたのは，原告が，被

告と関連会社とを峻別していなかったことによるものであり，被告が適切な手段を

怠っていたからではない。 

以上のとおり，本件商標に関して，被告の信用の失墜及びこれに伴う社会的混乱

が生じている。 

イ 本件商標の第三者への譲渡 
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原告は，本件商標等について，仮差押え等を免れる目的で，第三者であるＡらに

譲渡した。原告の上記行為は，本件商標を保有することを奇貨として，被告による

円滑な業務遂行を妨げる意図，あるいは，自らの責任を免れようとする権利濫用的

な意図によるものである。 

なお，審決は，上記のとおり，原告が被告からの商標権の譲渡申入れに応じず，

これをＡらに譲渡した一連の行為等をもって，本件商標が公序良俗違反に当たると

判断したものであり，原告が被告からの強い要請によって本件商標をＡらから取り

戻したとしても，上記判断が覆るものではない。 

ウ 本件商標の使用差止請求訴訟の提起 

上記のとおり，本件商標は，被告の設立後の活動によって，取引者・需要者に広

く知られるようになったところ，原告が被告に対して本件商標の使用差止請求をす

ることは，被告の円滑な事業の展開を阻むこととなり，本件商標から被告の事業を

認識してきた社会に対しても重大な影響を与えることとなる。 

なお，被告が本件商標について無効審判請求をしたのは，原告が商標権の譲渡に

応じようとしないところ，被告自身の名称や検定試験の名称等に関する商標権を十

分に確保できないという不安定な地位を是正するためであり，何ら非難されるもの

ではない。 

エ 被告に対する商標権譲渡の意思について 

被告は，文部科学省から厳正な行政指導を受けたことから，原告に対し，本件商

標を含む４５件の商標について，原告が要した実費相当額での譲渡を申し入れ，そ

の算定根拠を表にして送付したが，原告はこれを拒絶した。のみならず，本件審判

の口頭審尋期日において，当時原告の取締役であったＥは，本件商標を今後原告自

ら使用することも計画しており，被告に譲渡する意思はない旨述べていた。このこ

とからすれば，原告が，被告の業務にとって極めて重要な本件商標について，被告

と競合するか，あるいは被告の業務遂行を妨げるように濫用的に行使する意図を有

していることは明らかである。 
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また，Ｄ及びＥは，利益相反取引がマスコミに取り上げられ，文部科学省から厳

しい追及を受けている最中にも，被告名義の他の商標権を原告に移転することを画

策していたのであり，このことからも，原告が本件商標を被告に譲渡する意思はな

く，濫用的に行使する意図を有していることは明らかである。 

(3) 以上のとおり，本件商標の登録を維持することが公序良俗を害するとした審

決の認定，判断には誤りがない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 商標法４条１項７号は，「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商

標」について，不登録事由としているところ，「公の秩序又は善良の風俗を害するお

それがある商標」とは，当該商標の構成に，非道徳的，卑わい，差別的，矯激若し

くは他人に不快な印象を与えるような文字，図形等を含む場合のほか，そうでない

場合であっても，当該商標を指定商品又は指定役務について使用することが，法律

によって禁止されていたり，社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳的観念に反

していたり，特定の国若しくはその国民を侮辱したり，国際信義に反することにな

るなど特段の事情が存在するときには，当該商標は同法４条１項７号に該当すると

解すべき余地がある。そして，商標法４６条１項５号は，商標登録がされた後，当

該登録商標が同法４条１項７号に掲げる商標に該当するものとなったことを登録無

効事由として規定しているところ，商標登録後であっても，当該商標を指定商品又

は指定役務について使用することが，社会公共の利益に反し，社会の一般的道徳的

観念に反するなどの特段の事情が生じた場合には，当該商標は同法４条１項７号に

該当すると解すべき余地があるといえる。 

 上記観点から，以下，本件商標が，登録後に商標法４条１項７号に該当するもの

となったか否かについて検討する。 

２ 事実認定 

 当事者間において争いのない事実，証拠（主要なものは各項末尾に掲記）及び弁

論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。 
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 (1) 原告等 

 ア 原告は，昭和４６年１月２０日に設立された，教材の開発，製作，出版及び

販売等を目的とする会社であり，設立から平成２４年４月１５日まではＤが，その

後はＥが代表取締役を務めている。 

イ 株式会社オーク・フードは，昭和４６年１２月１７日に設立された会社であ

り，設立から平成７年１２月１日まではＤが，その後はＥが代表取締役を務めてい

る。株式会社オーク・フードは，平成７年１２月１日，株式会社日本統計事務セン

ター（以下「日本統計事務センター」という。）に商号変更した。 

 ウ 株式会社大久保商事は，Ｄの父が昭和２０年代に設立した，新聞販売業，広

告代理業務等を目的とする会社であり，現在は，Ｄが代表取締役を務めている。株

式会社大久保商事は，平成１０年１月１４日，株式会社メディアボックス（以下「メ

ディアボックス」という。）に商号変更した。 

エ Ｄは，平成１０年ころ，株式会社文章工学研究所（以下「文章工学研究所」

といい，原告，日本統計事務センター，メディアボックス及び文章工学研究所を併

せて「原告関連４社」ということがある。）を買い取り，代表取締役に就任した。 

（甲４～７，８１） 

(2) 原告による漢字検定試験創設の経緯 

原告は，設立後，不動産賃貸業を営むと共に，学習塾「オーク学習教室」を開設

していたところ，昭和４７年ころ，漢字教室を開設し，漢字学習に特化した授業を

始めた。その後，原告は，「ステップ式漢字学習法」と称する，学習難易度別に級を

設定するなどした学習法及び「級別ステップ式漢字学習シート」と称する教材を開

発した。原告は，上記教材を利用する漢字教室をフランチャイズ展開し，昭和４９

年に「漢字教室チェーン」を全国に組織し，昭和６０年代には，その教室数が約１

１００箇所となった。 

また，原告は，上記漢字教室で行っていた漢字テストについて，教室外部からも

受験希望があったため，これを教室外部でも実施することとし，昭和５０年ころか
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ら「日本漢字能力検定」と称して，漢字検定試験を始めた。原告は，昭和５０年４

月ころ，漢字能力検定試験等を行う内部組織である「日本漢字能力検定協会」（以下

「旧協会」という。）と，漢字教室の運営，教材開発・運営，図書出版等を行う内部

組織である「日本漢字教育振興会」（以下「振興会」という。）を設立した。 

（甲８１，１０４） 

(3) 被告設立の経緯等 

ア 被告は，漢字に関する検定試験の実施，技能度の登録及びその証明書の発行

等を業とする，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく特例財団法人

である。被告は，平成４年５月１４日，Ｄが設立代表者となって，文部大臣（当時）

に対する設立許可申請がされ，同年６月１６日に，平成１６年法律第１４７号によ

る改正前の民法３４条に基づき，公益法人として設立された。 

イ Ｄは，被告設立に当たり，１億円を寄付し，被告設立当初から理事長を務め

ていたが，後述のとおり，平成２１年４月１６日に理事長を辞任した。 

ウ 被告は，「日本漢字能力検定」について，文部省（現・文部科学省）から民間

技能審査事業認定制度に基づく認定を受け，平成４年１１月以降，これを実施する

ようになった。なお，小学校１年ないし３年生を対象とした漢字能力検定について

は，平成１８年ころまで，「児童漢検」と称して振興会が主催者とされていた。 

また，被告は，「日本漢字能力検定」について，民間技能審査事業認定制度の廃止

に伴い，平成１７年８月以降，文部科学省から同省後援名義の使用及び文部科学大

臣賞の交付の許可を受けていたが，後述のとおり，平成２１年４月２０日に同許可

を取り消された。 

エ 「日本漢字能力検定」の志願者の推移は，以下のとおりである。 

 昭和５０年度      ６７２人 

昭和５１年度     １２３８人 

昭和５２年度     ２３３１人 

昭和５３年度     ５０４４人 
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昭和５４年度   １万１４２１人 

昭和５５年度   １万８６５４人 

昭和５６年度   ２万５８８２人 

昭和５７年度   ３万０８８０人 

昭和５８年度   ３万８５６５人 

昭和５９年度   ４万４１８２人 

昭和６０年度   ４万９３７５人 

昭和６１年度   ５万３３４１人 

昭和６２年度   ５万７６９３人 

昭和６３年度   ６万２８３４人 

平成元年度    ６万９７９９人 

平成２年度    ８万７２１１人 

平成３年度    ９万３０２１人 

平成４年度   １２万１９２４人（このうち被告設立後の志願者は約８万人） 

平成５年度   ２４万００３６人 

平成６年度   ４２万５９７４人 

平成７年度   ５９万２５１２人 

平成８年度   ８５万４６０７人 

平成９年度  １０５万５７１０人 

平成１０年度 １１７万８２２８人 

平成１１年度 １３０万００５２人 

平成１２年度 １５７万６９５９人 

平成１３年度 １７９万７６０８人 

平成１４年度 ２０４万４１７０人 

平成１５年度 ２１９万５２０８人 

平成２０年度 約２８９万人 
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平成２２年度 約２３２万人 

平成２３年度 約２２９万人 

（甲３，３８，４３，４４，４８～５０，８１，９０，１０２，１０４，乙３【３，

４，２７～２９頁】，乙５～９） 

(4) 原告による商標出願 

Ｄは，被告設立から平成１２年ころまでの間，本件商標のほか，「漢検」，「漢検 日

本漢字検定協会」，「漢検 漢字検定」等の，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」

に係わる商標登録を，被告理事会の承認等を得ることなく原告名義で出願し，原告

が上記商標の商標権者となっていた。被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係

わる商標について，原告名義で出願することは，特許庁の査定審査において問題と

なったため，平成１３年ころから，それ以降の商標の出願については被告が出願人

となり，商標登録されるようになった。なお，被告名義で平成１３年２月２８日に

出願された「 」（商願２００１－１７６０３号），「 」（商願２００１－１７

６０４号），「 」（商願２００１－１７６０５号）については，平成１４年５月１

日出願人名義が原告に変更された後，登録されている。 

（甲１７，１９，乙３【９～１１頁】） 

(5) 被告に対する行政指導等 

ア 被告は，公益法人でありながら多額の利益が生じていることが問題となり，

文部科学省から数回にわたり，検定料の引下げを含めた公益事業における利益削減

の改善指導を受けていたところ，平成２１年２月９日，文部科学省生涯学習政策局

による実地検査を受けた。文部科学省生涯学習政策局は，上記実地検査に基づき，

平成２１年３月１０日，被告に対し，多額の利益が生じていること，理事が役員で

ある企業との取引の必要性等が不明瞭であること，適切な使用がされていない土地

建物が存在することなどについて，管理運営・チェック体制の抜本的改善策を検討

し，文書で報告するよう行政指導を行った。 

イ 文部科学省生涯学習政策局は，上記行政指導に基づき，平成２１年４月１５
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日付けで，被告（当時の理事長Ｄ）から報告書の提出を受けたが，その内容が不十

分であるとして，同月２４日，被告に対し，役員人事の刷新等を求めるとともに，

利益相反取引について，メディアボックス及び文章工学研究所に対する損害賠償請

求，原告及び日本統計事務センターとの取引解消等を検討するよう通知した。 

ウ 平成２１年４月１６日，Ｄが被告の理事長を，Ｅが被告の理事をそれぞれ辞

任し，Ｆ弁護士が被告の理事長に就任した。 

エ 文部科学省は，平成２１年４月２０日，「日本漢字能力検定」について同省後

援名義の使用及び文部科学大臣賞の交付の許可を取り消した。 

（甲３，９の１～３，甲３４，３５，乙９） 

(6) 新聞報道等 

被告の運営については，平成２１年１月２２日ころから，公益法人には認められ

ていない多額の利益が生じている，ＤやＥらの関連企業との間で利益相反取引や実

態のない取引が行われている，公益事業に不要な不動産を購入しているなどの新聞

報道等がされた。また，平成２１年３月１１日，被告が文部科学省から上記行政指

導を受けたことが新聞報道され，このような状況の下，漢字検定を活用している学

校や漢字検定取得者の間に，戸惑いや怒りが広がっているとの記事が掲載された。 

さらに，平成２１年５月から６月にかけて，「日本漢字能力検定」の通称「漢検」

の主たる商標権を，被告の前理事長であるＤが代表を務める原告が所有しているこ

とが判明したとの報道がされた。一連の報道においては，被告が原告に対して商標

権の一括譲渡を求めていく考えであること，商標権の譲渡交渉が難航すれば，これ

まで親しまれてきた「漢検」の語が使用できなくなる可能性があることなどが報道

された。 

（甲８，１０，乙３【１２～１３頁】） 

(7) Ｄらの起訴及び同人らに対する損害賠償請求訴訟 

京都地方検察庁は，被告に対する背任罪（「自らの利得を図り，協会に損害を与え

る目的をもって，任務に背き，財産上の損害を与えた」旨の公訴事実）で，Ｄ及び
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Ｅを平成２１年６月８日に起訴し，同月２９日に追起訴した。 

また，被告は，平成２１年８月３１日，Ｄ及びＥが，被告理事会の承認を経ない

まま，原告関連４社との間で利益相反取引を行ったなどと主張して，Ｄ，Ｅ及び原

告関連４社に対して，約２７億４３３３万円の損害賠償等請求訴訟を提起した（京

都地方裁判所平成２１年（ワ）第３１６６号）。 

（甲１１，１２） 

(8) 本件商標及び本件無効審判請求に至る経緯 

ア 本件商標は，別紙商標目録記載のとおり，「日本漢字能力検定協会」の文字を

横書きに表してなる商標であり，その指定役務は，第４１類「漢字についての読み・

書き・使用その他の知識又は能力に関する検定」である。 

原告は，平成４年９月３０日に本件商標の登録出願をし，平成７年９月２９日に

設定登録を受け，平成１７年５月２４日に存続期間の更新登録を受けた。 

本件商標は，平成１２年８月２５日から平成１７年９月２９日までの間，専用使

用権者を被告とする専用使用権（対価の額・無償）の設定登録がされた。  

イ Ｄは，平成２１年３月１７日ころ，被告が所有する「漢検」に係る商標権を

原告に移転登録することが可能か否かについて，弁理士に相談していた。 

他方，被告は，平成２１年６月１日付け「申入書」により，原告に対し，原告が

所有する本件商標を含む４５件の商標を，権利の取得・維持に要した実費相当額と

して，１３４６万３７９９円で譲渡するよう申し入れたが，拒否された。 

ウ 本件商標を含む，「日本漢字能力検定協会」や「漢検」に係わる商標９件につ

いて，平成２１年１１月１６日，原告からＡらに移転登録された。その後，平成２

２年７月９日，原告と被告間の賃料仮払い仮処分命令申立事件（京都地裁平成２２

年（ヨ）第１９４号）において和解が成立し，本件商標を含む上記９件の商標は，

同和解に基づき，同月２６日にＡらから原告に再度移転登録がされた。なお，Ｂ（甲

３０，７５では「Ｂ」となっている。）は，上記新聞報道等がされた後に結成された

「Ｄを支援する会」の創設者であり，Ａは同会の設立趣旨に賛同する者である。 
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エ 被告は，平成２２年３月３１日，特許庁に対し，本件商標登録の無効審判を

請求した。 

オ 原告は，平成２３年１月１７日付け内容証明郵便により，被告に対し，原告

が著作権を有する書籍の販売中止，及び原告が所有する本件商標を含む３件の商標

の使用中止を求める通知をした。さらに，原告は，平成２３年３月１７日，被告に

対し，原告が所有する本件商標を含む３件の商標の使用差止請求訴訟を提起した（大

阪地方裁判所平成２３年（ワ）第３４６０号）。 

カ 原告は，本件無効審判請求に係る第１回口頭審尋（平成２３年１０月１１日

実施）において，Ａらからは１０００万円を借り入れただけであり，平成２２年６

月３０日付け答弁書において主張した「株式会社オークに対する共同出資者であり」

との主張は撤回すること，被告が譲渡を申し入れている商標権については，今後，

漢字検定事業を再開する構想もあるので，被告への譲渡は考えていないこと，など

を陳述した。 

（甲１，２，１８～２０，３０，６２，６３，７５，７６，８６，９７，乙３【９

～１２頁】，乙１０，１４）  

 ３ 判断 

 (1) 上記認定事実によれば，「日本漢字能力検定」は，もともと原告によって創

設され，その内部機関である旧協会によって実施されていたものであるが，原告の

代表取締役であったＤ自身が設立代表者となって，公益法人である被告が設立され，

その後，被告が「日本漢字能力検定」の実施の主体となったこと，「日本漢字能力検

定」は，被告設立と共に，文部省（現・文部科学省）の認定（民間技能審査事業認

定制度廃止後は後援）を受け，公的資格と見なされるようになったことなどから，

志願者数が急増し，平成５年度には約２４万人，平成９年度には約１０６万人，平

成１４年度には約２０４万人，平成２０年度には約２８９万人に達し，我が国有数

の検定試験になったことが認められる。また，「日本漢字能力検定」の志願者が増加

するのに伴い，被告の名称の一部である「日本漢字能力検定協会」や，「日本漢字能



 16 

力検定」の略称である「漢検」は，被告ないし被告の提供する役務を表すものとし

て，社会一般に広く知れ渡っているものと認められる。 

 他方，原告は，被告設立後，「日本漢字能力検定」の主体ではなくなっていたにも

かかわらず，平成１２年ころまで，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商

標（本件商標を含む。）を出願し，その後も，被告名義で出願した商標について出願

人名義を原告に変更するなどして，商標権者となっていたことが認められる（なお，

平成１８年ころまで，原告の内部組織である振興会が，小学校１年ないし３年生を

対象とした漢字能力検定の主催者とされていたことは認められるものの，乙１，３

【６，７頁】，１１によれば，実際に上記検定に係る業務を行っていたのは被告の職

員であり，振興会は名目上の主催者にすぎなかったものといえる。）。 

 上記のとおり，被告は，文部大臣（当時）による許可を受けて設立された公益法

人であり，文部省（現・文部科学省）の認定ないし後援を受けて「日本漢字能力検

定」を実施していたのであるから，これに係わる商標の登録出願も自ら行うべきも

のであったといえる。にもかかわらず，当時原告の代表取締役であり，被告の理事

長でもあったＤは，被告理事会の承認等を得ることなく，本件商標を含む，被告の

名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を，原告名義で出願したり，出願人

名義を被告から原告に変更するなどしていたものであって，そのこと自体，著しく

妥当性を欠き，社会公共の利益を害すると評価する余地もある（この点，原告は，

被告の資産が乏しかったため，原告名義で上記商標登録出願をしたと主張するが，

上記のとおり，被告設立当時，既に「日本漢字能力検定」は相当数の受検者がおり，

受検料等による収入が見込まれていたこと，Ｄは，被告設立直後のみならず，平成

１２年ころまで，被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を原告名義

で出願し続けていたことなどからすれば，上記主張は採用することができない。ま

た，被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標権自体が，相当な財産的価値

を有するものといえるから，原告が被告に対して無償の商標使用を許諾していたこ

とや，商標権の取得・維持費用を負担していたことがあるとしても，そのことをも
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って，上記行為を正当化することはできない。）。 

 このような経緯に加えて，Ｄは，被告に対して文部科学省による行政指導がなさ

れ，新聞報道等で被告と原告関連４社との利益相反取引等が糾弾され，Ｅと共に背

任罪で起訴された上，被告から多額の損害賠償請求訴訟が提起された後，本件商標

の登録名義を原告からＡらに移転したり，被告に対して本件商標等の使用差止請求

訴訟を提起するに至ったものである。さらに，ＤないしＥは，本件商標等について，

権利の取得・維持の実費相当額での被告への譲渡を拒み，これらを原告自ら使用す

る可能性に言及するなどしている。 

上記事情に照らすと，原告の前代表取締役Ｄ及び現代表取締役Ｅは，商標権者等

の業務上の信用の維持や需要者の利益保護という商標法の目的に反して，自らの保

身を図るため，原告が有する被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標

を利用しているにすぎず，原告が，本件商標を指定役務について使用することは，

被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し，混乱を生じさせる

ものであり，社会通念に照らして著しく妥当性を欠き，社会公共の利益を害すると

いうべきである。 

 (2) 原告の主張について 

これに対し，原告は，本件商標をＡらに譲渡したのは，Ａらからの借入金の担保

のためであるし，審理終結通知時には原告に再び移転登録がされている，商標権者

が侵害者に対して権利行使ができることは当然である，被告に対する本件商標の譲

渡を一切拒絶するものではないし，検定事業等は私的な経済活動にすぎないとして，

本件商標に後発的無効事由としての公序良俗違反はない，と主張する。しかし，原

告の上記主張は，失当である。 

すなわち，原告とＡらとの間の本件商標の譲渡契約は，原告から買戻しの申入れ

があった場合，Ａらは，原告からの譲渡代金の返済の有無にかかわらず，直ちに名

義変更に応ずるというものであり（甲８６），債権担保としては不可解なものである

上，実際，別件保全事件の和解条項に基づき，速やかに原告に名義変更がされてい



 18 

ること，Ｂは，Ｄを援護するため，「Ｄを支援する会」を創設した者であり，Ａもこ

れに賛同する者であること，原告は，本件無効審判請求に係る審理において，上記

譲渡に関し，当初，Ａらを「株式会社オークに対する共同出資者である」などと現

在とは異なる主張をしていたことなどに照らすと，上記譲渡が借入金の担保目的に

すぎないとの原告の主張は，措信し難い。むしろ，上記譲渡は，上記事実に加えて，

原告らに対する上記損害賠償等請求訴訟が提起された直後に（甲８６によれば平成

２１年１０月付け）行われたものであることを考慮すると，被告による差押え等を

免れるためになされたものと推認され，原告に本件商標の登録名義があることが社

会通念上妥当性を欠くことを基礎づける事情といえる。なお，審理終結通知前に本

件商標の登録名義が原告に戻されたとしても，原告が再度，本件商標を第三者に譲

渡するおそれが否定されるものではなく，これをもって，上記判断を覆すことはで

きない。 

また，上記のとおり，不当な方法で本件商標の登録名義人となった原告が，その

権利に基づき，被告に対し，商標使用差止請求等をすることは，権利の濫用に当た

る上，被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し，混乱を生じ

させるものといえる。 

さらに，上記のとおり，被告は，文部省（現・文部科学省）による許可を受けて

設立された公益法人であること，「日本漢字能力検定」は，長年にわたり，同省によ

る認定ないし後援を受けて公的資格と見なされるようになったものであり，これに

より多数の受検者を獲得し，我が国有数の検定試験となっていることに照らすと，

被告及び「日本漢字能力検定」に係わる商標の帰属に関することが，単なる私人間

の経済活動にすぎないということはできない。 

(3) 小括 

以上によれば，原告の上記主張は失当であって，本件商標は，商標登録後に，商

標法４条１項７号に該当するものとなったと認められる。 

 ４ 結論 
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 以上によれば，原告の主張する取消事由には理由がなく，審決にはこれを取り消

すべき違法はない。原告はその他縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，

主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第３部 

 

 

 

        裁判長裁判官                      

                   芝   田   俊   文 

 

 

 

           裁判官                      

                   西       理   香 

 

 

 

           裁判官                      

                   知   野       明 
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（別紙） 

商 標 目 録 

 

商標登録番号：第３０７４１９０号 

商標の構成： 

 

出願日：平成４年９月３０日 

設定登録日：平成７年９月２９日 

存続期間の更新登録：平成１７年５月２４日 

指定役務：第４１類「漢字についての読み・書き・使用その他の知識又は能

力に関する検定」 


